	身体に障害を残した者で、必要と認められる者には、労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため義肢その他の補装具の現物支給（修理）を行っています。


	

	■
支給品目
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●1．義肢
●7．眼鏡
●13．歩行車
　 19．褥瘡予防用敷ふとん
●2．上肢・下肢装具
　 8．点字器
●14．収尿器
●20．介助用リフター
●3．体幹装具
●9．補聴器
　 15．ストマ用装具
●21．フローテーションパッド
　 （平いす・電動車いす用）
●4．座位保持装置
●10．人工喉頭
●16．歩行補助つえ
　 22．ギャッチベッド
　 5．盲人安全つえ
●11.車いす
　 17．かつら
　
　 6．義眼
●12．電動車いす 
　 18．浣腸器付排便剤
　
（注1）●印・・・支給を受けたものがこわれた場合の修理対象品目
（注2）ＮＯ.1、11、19、20、21、22は傷病・障害（補償）年金受給者に支給される品
（注3）上記以外は、障害（補償）年金受給者のみ支給される品目



またその中には、修理を受けられるものもあるし、一定の耐用年数を超えた場合には、新たに支給されます。

これらの支給又は修理を受けようとする場合、「義肢等支給（修理）申請書」を所轄労働基準監督署へ提出しなければならない。承認されれば「義肢等製作（修理）注文書」と「義肢等支給(修理)承認書」が交付されますので、それを業者又は病院に渡してください。支給される義肢等は修理の価格には最高価格が定められていますので、それを上回る高額のものを注文した場合には、差額は本人負担となります。
